
4広報かどま平成28年5月号 税金／保険

税

金

￥28
年
度
固
定
資
産
税
・
都
市

計
画
税
納
税
通
知
書
を
送
付

　

28
年
度
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画

税
は
、
28
年
１
月
１
日
現
在
の
所
有

者
が
納
税
義
務
者
で
す
。

　

５
月
上
旬
に
納
税
通
知
書
を
発
送

し
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
合
先

　

課
税
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
９
１
８

固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
第
１
期
分

軽
自
動
車
税
全
期
分

　

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
第
１

期
分
と
軽
自
動
車
税
全
期
分
の
納
付

期
限
は
５
月
31
日
㈫
で
す
。

　

期
限
内
に
、
最
寄
り
の
取
扱
金
融

機
関
や
郵
便
局
、
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
で

納
め
て
く
だ
さ
い
。
納
期
限
が
過
ぎ

る
と
、
期
間
に
応
じ
て
延
滞
金
な
ど

が
加
算
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
市
税
の
納
付
に
は
、
便
利
で

安
全
・
安
心
な
口
座
振
替
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

◆
日
曜
納
付
相
談

と
き　

５
月
29
日
㈰

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ　

納
税
課

　

（
市
役
所
別
館
２
階
）

※
証
明
書
発
行
な
ど
は
不
可

問
合
先　

納
税
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
９
３
５

市
税
の
ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替

　

納
税
課
窓
口
で
は
、
ペ
イ
ジ
ー
口

座
振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス
で
簡
単
に
口

座
振
替
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

手
続
き
に
必
要
な
物

　

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
、
免
許
証
な

ど
本
人
確
認
が
で
き
る
物

※
一
部
利
用
で
き
な
い
金
融
機
関
あ

り
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

問
合
先　

納
税
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
９
２
５

自
動
車
税
の
納
付
期
限
は

５
月
31
日
㈫

　

自
動
車
税
の
納
付
期
限
は
５
月
31

日
㈫
で
す
。
納
税
通
知
書
に
記
載
の

金
融
機
関
、
郵
便
局
、
コ
ン
ビ
ニ
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
納
付
期
限
ま

で
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
府

が
指
定
す
る
金
融
機
関
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
や

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
を
利

用
す
る
ペ
イ
ジ
ー
収
納
で
の
納
税
も

で
き
ま
す
。

※
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
支
払

い
は
、府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://

www.pref.osaka.lg.jp/

）
か
ら

手
続
き

※
ペ
イ
ジ
ー
収
納
に
つ
い
て
、
詳
し

く
は
各
金
融
機
関
で
確
認

問
合
先

　

府
自
動
車
税
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
５
７
０
‐
０ふ

ぜ

い

コ

ー

ル

２
０
１
５
６

28
年
度 

軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書
を
発
送

保

険

27
年
度
保
険
料
の
納
め
忘

れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

　

国
民
健
康
保
険
料
、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合

は
、
お
早
め
に
保
険
収
納
課
へ
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

◆
お
支
払
い
は
口
座
振
替
が
便
利

　

口
座
振
替
に
す
る
と
、
納
め
る
手

間
が
省
け
て
便
利
で
す
。
一
度
手
続

き
を
す
れ
ば
、
毎
年
自
動
的
に
継
続

さ
れ
ま
す
。

※
75
歳
と
な
り
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
に
な
る
場
合
は
、
改
め
て
手
続

き
が
必
要

◆
ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替
受
付

　

保
険
収
納
課
窓
口
で
は
、
ペ
イ
ジ

ー
口
座
振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス
で
、
簡

単
に
口
座
振
替
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

手
続
き
に
必
要
な
物

　

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
、
免
許
証
な

ど
本
人
確
認
が
で
き
る
物

※
一
部
利
用
で
き
な
い
金
融
機
関
あ

り
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

◆
日
曜
納
付
相
談

と
き　

５
月
29
日
㈰

　
　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ　

保
険
収
納
課
（
市
役
所
別

館
１
階
）
、
南
部
市
民
セ
ン
タ
ー

※
南
部
市
民
セ
ン
タ
ー
で
は
保
険
証
、

納
付
書
の
交
付
は
不
可

問
合
先　

保
険
収
納
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
９
９
４

国
民
健
康
保
険
海
外
療
養
費

　

国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
が
、
海

外
渡
航
中
の
急
病
や
ケ
ガ
に
よ
り
、

日
本
国
外
の
医
療
機
関
な
ど
で
治
療

を
受
け
た
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
保

険
診
療
の
範
囲
内
で
保
険
給
付
分
を

受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

申
請
期
間

　

医
療
費
の
支
払
い
後
２
年
以
内

対
象
と
な
る
治
療

　

日
本
国
内
で
保
険
診
療
と
し
て
認

め
ら
れ
た
治
療

※
お
お
む
ね
１
年
以
上
国
外
に
居
住

す
る
場
合
や
、
治
療
目
的
で
出
国

し
た
場
合
は
対
象
外

申
請
に
必
要
な
物

　

国
民
健
康
保
険
証
、
世
帯
主
の
印

鑑
、
世
帯
主
の
振
込
口
座
が
わ
か

る
物
（
通
帳
な
ど
）
、
パ
ス
ポ
ー

ト
、
診
療
内
容
明
細
書
・
領
収
明

細
書
（
日
本
語
翻
訳
文
が
別
途
必

要
）
、
領
収
書

※
翻
訳
文
に
は
、
翻
訳
者
の
住
所
・

氏
名
を
記
入
。
誤
訳
や
翻
訳
漏
れ

が
あ
る
と
支
給
で
き
な
い
場
合
あ

り
。
翻
訳
手
数
料
は
申
請
者
が
負

担
※
診
療
内
容
明
細
書
と
領
収
明
細
書

は
、
月
・
医
療
機
関
・
入
院
・
外

来
別
に
必
要
。
用
紙
が
必
要
な
場

合
は
、
海
外
渡
航
前
に
健
康
保
険

課
へ
直
接

　

海
外
療
養
費
の
不
正
受
給
に
関

す
る
厚
生
労
働
省
の
通
知
に
伴

い
、
審
査
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

支
給
の
決
定
ま
で
に
期
間
が
か
か

る
こ
と
を
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
不

正
受
給
に
は
、
警
察
と
連
携
し
て

厳
正
に
対
応
し
ま
す
。

申
請
・
問
合
先

　

健
康
保
険
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
６
９
７

国
民
健
康
保
険

一
部
負
担
金
の
減
免

　

国
民
健
康
保
険
加
入
者
で
入
院
し

て
い
る
人
が
い
る
世
帯
が
、
災
害
や

失
業
な
ど
の
特
別
な
事
由
で
生
活
が

困
難
に
な
っ
た
と
き
は
、
申
請
に
よ

り
医
療
費
の
一
部
負
担
金
（
病
院
窓

口
で
の
負
担
金
）
の
減
免
を
受
け
ら

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

申
請
・
問
合
先　

健
康
保
険
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
６
９
７

防

災

防
災
資
機
材
を
貸
し
出
し
～

地
域
の
防
災
活
動
を
支
援

　

市
で
は
、
自
治
会
を
中
心
と
し
た

自
主
防
災
組
織
に
、
ハ
ン
マ
ー
や
バ

ー
ル
、
ツ
ル
ハ
シ
な
ど
を
セ
ッ
ト
に

し
た
防
災
資
機
材
を
貸
与
し
て
い
ま

す
。
災
害
発
生
時
に
は
、
「
自
助
・

共
助
」
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま

す
。
「
自
助
・
共
助
」
に
よ
る
地
域

防
災
力
の
向
上
の
た
め
、
防
災
資
機

材
を
備
え
ま
せ
ん
か
。

　

貸
し
出
し
に
は
申
請
書
な
ど
の
提

出
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
在
庫
の
関

係
か
ら
、
申
請
の
時
期
に
よ
っ
て
は

貸
し
出
し
ま
で
時
間
が
か
か
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
危
機
管
理
課
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

危
機
管
理
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
８
１
２

門
真
市
地
域
防
災
計
画
を
改
定

～
市
の
災
害
対
応
策
の
大
綱

　

市
で
は
災
害
対
策
基
本
法
の
改
正

や
府
地
域
防
災
計
画
の
修
正
を
は
じ

め
と
す
る
上
位
計
画
へ
の
対
応
、
多

様
な
主
体
の
意
見
な
ど
を
踏
ま
え
、

現
行
の
「
門
真
市
地
域
防
災
計
画
」

（
前
回
の
修
正
は
25
年
６
月
）
を
28

年
１
月
に
改
定
し
ま
し
た
。

閲
覧
場
所

　

 

危
機
管
理
課
、
市
情
報
コ
ー
ナ
ー
、

図
書
館
本
館
・
市
民
プ
ラ
ザ
分
館
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

問
合
先　

危
機
管
理
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
８
１
２

軽
自
動
車
税
の
減
免
申
請

は
５
月
31
日
㈫
ま
で

対
象

　

身
体
に
障
が
い
が
あ
る
な
ど
、
一

定
の
要
件
に
該
当
す
る
人
（
１
人

１
台
に
限
る
）

申
請
期
限　

５
月
31
日
㈫

※
同
じ
車
両
で
も
毎
年
申
請
が
必
要

※
詳
し
く
は
納
税
通
知
書
同
封
の
チ

ラ
シ
を
参
照

減
免
申
請
に
必
要
な
も
の

・
納
税
義
務
者
の
個
人
番
号
カ
ー
ド

ま
た
は
通
知
カ
ー
ド

・
納
税
義
務
者
の
身
元
確
認
書
類

（
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
運
転
免
許

証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
障
が
い
者
手

帳
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
、
健

康
保
険
証
の
う
ち
１
点
）

・
28
年
度
軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書

・
身
体
障
が
い
者
手
帳
な
ど

・
軽
自
動
車
を
運
転
す
る
人
の
運
転

免
許
証

・
印
鑑

※
状
況
確
認
書
や
診
察
券
の
写
し
な

ど
が
必
要
な
場
合
あ
り

※
身
体
障
が
い
者
手
帳
な
ど
は
４
月

１
日
時
点
で
交
付
を
受
け
て
い
る

必
要
あ
り

申
請
・
問
合
先　

課
税
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
８
７
４

　

軽
自
動
車
税
の
納
税
通
知
書
は

５
月
上
旬
に
発
送
し
ま
す
。

　

軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１

日
現
在
の
所
有
者
（
ま
た
は
使
用

者
）
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
４
月
２

日
以
降
に
名
義
変
更
や
廃
車
の
手

続
き
を
し
て
も
、
そ
の
年
度
分
は

課
税
さ
れ
、
払
い
戻
し
も
あ
り
ま

せ
ん
。

28
年
度
軽
自
動
車
税
の
年
税
額

　

【
表
１
】・【
表
２
】
参
照

※
軽
三
輪
、
軽
四
輪
は
初
度
検
査

年
月
に
よ
り
税
率
が
変
更
。

【
表
２
】
参
照

問
合
先　

課
税
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
８
７
４

軽
自
動
車
の
登
録
・
廃

車
手
続
場
所

◆�

原
動
機
付
自
転
車
（
１
２
５
ｃｃ
以

下
）・
小
型
特
殊
自
動
車

　

課
税
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
８
７
４

◆�

軽
二
輪
（
１
２
５
ｃｃ
超
）・
二
輪

の
小
型
自
動
車
（
２
５
０
ｃｃ
超
）

　

近
畿
運
輸
局
大
阪
運
輸
支
局

　

（
寝
屋
川
市
高
宮
栄
町
12
‐
１
）

　

☎
０
５
０
（
５
５
４
０
）
２
０
５
８

◆
軽
三
輪
・
軽
四
輪

　

軽
自
動
車
検
査
協
会
高
槻
支
所

　

（
高
槻
市
大
塚
町
４
‐
20
‐
１
）

　

☎
０
５
０
（
３
８
１
６
）
１
８
４
１

【表１】�原動機付自転車・軽二輪車・二輪小型
自動車などの年税額（１台あたり）

種　　別 年税額

原動機付�
自転車

50cc以下 2000円

90cc以下 2000円

125cc以下 2400円

ミニカー 3700円

小型特殊�
自動車

農耕作業用 2400円

特殊作業用 5900円

二輪の軽自動車
（125cc超～250cc以下） 3600円

二輪の小型自動車（250cc超） 6000円

【表２】軽三輪・軽四輪自動車の年税額（１台あたり）

種　　別

年　税　額

27年４月１日以後に
初度検査を受けた車両

27年３月31日までに
初度検査を受けた車両

標準税率
（28年度分以
降の税率）

軽減税率　（※１）
（取得の翌年度分に限る）

経年車（※
２）以外の
車両　　　

経年車�
（※２）

75％軽減 50％軽減 25％軽減

軽
自
動
車

軽三輪 3900円 1000円 2000円 3000円 3100円 4600円

四輪乗用
営業用 6900円 1800円 3500円 5200円 5500円 8200円

自家用 １万800円 2700円 5400円 8100円 7200円 １万2900円

四輪貨物
営業用 3800円 1000円 1900円 2900円 3000円 4500円

自家用 5000円 1300円 2500円 3800円 4000円 6000円

※１ 　27年４月１日～28年３月31日までに初度検査を受けた軽四輪車などに限る。各軽減税率が適用される
車両について、詳しくは28年度軽自動車税納税通知書に同封のチラシを参照

※２ 　初度検査から13年を経過した車両。電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッド・
被けん引自動車を除く

貸与防災資機材一式

大阪府広報
担当副知事
「もずやん」


